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１  計画の位置付けと目的  

 

○  「新産業創出等推進事業促進計画」（以下「本計画」という。）は、

福島復興再生特別措置法（平成 24 年法律第 25 号。以下「法」とい

う。）第 84 条第１項の規定に基づき、「認定福島復興再生計画」に即

するとともに、「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」に適合し

て定める計画である。  

 

○  本計画には、法第 84 条第２項各号に定められた内容の他、事業者

に期待する取組の例などを記載している。  

 

○  本計画は、個人事業者又は法人（以下「事業者」という。）が、新

たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業で

あって福島国際研究産業都市区域 1（以下「イノベ区域」という。）に

おける産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして

復興庁令で定めるもの（以下「新産業創出等推進事業」という。）の

実施を促進するための計画である。  

 

○  イノベ区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促

進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認め

られる区域（以下「新産業創出等推進事業促進区域」という。）内に

おいて新産業創出等推進事業を実施する事業者は、新産業創出等推

進事業の実施に関する新産業創出等推進事業実施計画（以下「実施計

画」という。）を作成し、知事の認定を受けた後、認定された実施計

画に従って、新産業創出等推進事業の用に供する減価償却資産の取

得等、原子力災害の被災者である労働者等の雇用又は開発研究用資

産の取得等をした場合には、国税及び地方税の特例の適用を受ける

ことができる。  

 

○  県は、本計画に基づき、新産業創出等推進事業促進区域において、

事業者の新産業創出等推進事業の実施を促進することにより、イノ

ベ区域における産業集積の形成及び活性化を図り、福島イノベーシ

ョン・コースト構想（以下「イノベ構想」という。）の推進を目指す。  

  

 
1  認定福島復興再生計画に定める区域。いわき市、相馬市、田村市、南相馬

市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛

尾村、新地町、飯舘村の 15 市町村をいう。  
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２  福島イノベーション・コースト構想について  

 

○  イノベ構想は、東日本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所

の事故による原子力災害によって失われたイノベ区域の産業・雇用

を回復するため、イノベ区域において新たな産業基盤の構築を目指

す国家プロジェクトであり、経営力・技術力の強化等による地元企業

の新たな事業展開や取引拡大と、企業や人材等の呼込みやイノベ構

想の拠点・企業等への来訪者等の増加等による交流人口の拡大によ

る域外からの新たな活力の呼込みを両輪で進め、企業数・生産人口等

の「活動者数」の増加のみならず、時間や人の単位当たりの「生産性」

の向上を図ることで、イノベ区域において自立的・持続的な産業発展

を実現するとともに、その効果を県全体にも波及させ、世界に誇れる

福島の復興・創生を目指す。  

 

○  このため、「あらゆるチャレンジが可能な地域」、「地域の企業が主

役」、「構想を支える人材育成」を取組の３つの柱とし、廃炉、ロボッ

ト・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関

連、航空宇宙の６つの分野を重点分野として取組を進めていく。  

  また、イノベ構想を今後より加速化・具体化し、持続的に発展させ

ていくため、新たな３つの視点として「地域の稼ぎ」、「日々の暮ら

し」、「担い手の拡大」を掛け合わせることにより、これらの取組を総

合的に進めていく。  
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３  新産業創出等推進事業促進計画の目標及び期間等  

 

(1)目標  

○  イノベ構想の推進により、イノベ区域においては、拠点の整備やプ

ロジェクトの具体化、産業集積や人材育成、交流人口の拡大等に向け

た取組が進められ、避難指示の解除の時期等の違いにより進捗に差

はあるものの、被災企業・農業者のなりわいの再開や、新規立地・雇

用創出が進んでいる。  

 

〇  しかし、イノベ区域における経済活動は、全体としては回復しつつ

あるものの、依然として全国水準の伸びを下回っており、双葉郡８町

村のみならず避難地域 12 市町村で見ても、経済活動の回復が遅れて

いる。  

今後、イノベ区域における自立的・持続的な産業発展を実現してい

くためには、こうした産業・なりわいの再生や、企業誘致にとどまる

のではなく、事業者による新たな研究開発や技術開発、先進的な技術

の活用による新たな製品・サービスの開発や実証・社会実装等、イノ

ベーションを創出し新たな価値を生み出す取組を促進していくこと

が必要不可欠である。  

 

○  このため、本計画では、かかる取組を促進することが産業集積の形

成及び活性化において特に有効であると考えられる新産業創出等推

進事業促進区域において、中核となる事業として認められ得る研究

開発等の取組の一層の促進により、その結果として、イノベ構想の実

現を通じた自立的・持続的な産業発展を目指す。  

 

(2)期間  

○  認定福島復興再生計画においては、「第３期復興・創生期間」であ

る令和８年度から令和 12 年度までの５年間を計画の期間としている。 

 

○  認定福島復興再生計画に即して作成する本計画においては、計画

の期間は、令和８年度から令和 10 年度までの３年間とする。  

 

(3)新産業創出等推進事業促進区域  

○  新産業創出等推進事業促進区域は、「新産業創出等推進事業の実

施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効である

と認められる区域」という法の趣旨や、イノベ区域内の市町村の各

種計画や意向を踏まえ、イノベ構想の重点６分野に関連する別紙１

－１並びに新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であ

って、イノベ区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中
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核となる事業に関連する別紙１－２のとおりとする。なお、避難指

示区域の見直しや解除に伴う復興計画の変更があった場合には、必

要に応じて新産業創出等推進事業促進区域の改廃を検討する。  

 

 

(4)対象業種  

○  「新産業創出等推進事業」の対象となる業種は、イノベ構想の重

点６分野並びに新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業

であって、イノベ区域における産業集積の形成及び活性化を図る上

で中核となる事業に関連する別紙２の業種（日本標準産業分類〈令

和５年６月改定〉〈令和６年４月施行〉【小分類】）に属するものと

する。  
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４  新産業創出等推進事業の実施を促進するため新産業創出等推進事

業促進区域において実施しようとする措置等  

 

３ (1)の目標を達成するため、新産業創出等推進事業促進区域におい

ても、「あらゆるチャレンジが可能な地域」、「地域の企業が主役」、「構

想を支える人材育成」のイノベ構想の３つの柱に加え、「地域の稼ぎ」、

「日々の暮らし」、「担い手の拡大」の３つの視点を掛け合わせ、重点６

分野並びに新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であっ

て、イノベ区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核と

なる事業について、国や市町村等と連携して以下のとおり取り組む。  

 

(1)廃炉  

 ①  現状と課題  

   令和元年 12 月、廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議において「東

京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等

に向けた中長期ロードマップ」が取りまとめられ、 2041 年～ 2051

年度までの廃止措置完了へ向けた廃炉作業が進められている。  

この廃炉作業は、中長期を見通した大型プロジェクトを安全第一

としながら、着実に進めていくフェーズに移行してきている一方で、

放射線の影響により技術的に高いレベルが求められることから、機

械工学的に世界で最も過酷な環境という声もある。  

こうした中、前例の無い廃炉作業を安全・迅速・確実に進めるた

めの研究開発も必要であり、そのためには、廃炉関連産業に携わる

事業者や担い手の不足や、発注側の企業と受発注する地元企業との

繋がりの不足、廃炉関連の人材育成等が必要である。  

特に、地元企業の参画の拡大においては、一般作業や放射線管理

など、現時点でも多くの地元企業の参画を確保しているが、今後も

相当規模の廃炉作業が継続する見通しの中で、長期的な視点を持ち、

地元企業の技術力を向上させることで、関連産業の更なる参画が促

進され、廃炉という新分野に対する研究開発等の取組が進むことが

期待される。  

そして、廃炉現場での活用を想定して生まれた技術が人々の暮ら

しの課題を解決する等、社会実装を一層進めることにより、新たな

産業の芽を育て、イノベ区域に技術や人材を根付かせていくととも

に、社会課題解決のための技術が持続的に創造されるイノベーショ

ンの地となることを目指す。  

一方で、他産業・他分野における技術やノウハウを廃炉現場に応

用する取組事業も平行して促進するとともに、廃炉分野への地元企

業の参入支援や実用化の推進等必要な取組を進める。  
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 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、廃炉措置

完了に向けた人材育成、発注側の企業と受発注する地元企業との

連携、地元企業の技術力の向上等が必要である状況を踏まえ、事業

者においては、廃炉に伴い必要となる新たな廃棄物の保管容器等

の設備や資材等の製造、廃炉に資する研究開発等の取組が期待さ

れる。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

○  廃炉に伴い発生する放射性廃棄物の保管容器の製造  

○  廃炉に用いる機材の新たな操作訓練等に必要な資材・備品  

の製造  

○  廃炉に資する遠隔ロボットの研究開発  

○  廃炉に用いる設備や部材の開発  

○  廃炉に用いる設備や部材のメンテナンス技術開発  

○  廃炉に資する効果的・効率的かつ継続的な人材育成  

○  廃炉に伴う高効率な建設・解体等の作業   等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）が整備

した廃炉研究に係る３つの拠点等との連携を促進し、廃炉分野で

の実用化の推進や、参入を考えている県内企業等に対し、令和２年

に創設した福島廃炉関連産業マッチングサポート事務局による企

業間のマッチング支援や地元企業の競争力強化に向けた支援等を

実施している。  

また、東京電力福島第二原子力発電所の廃炉についても、東京電

力福島第一原子力発電所の取組と連携しながら、新たな事業への地

元企業の参入支援等、地域振興に取り組む。  

 

（具体的な施策例）  

○  今後数十年続く東京電力福島第一原子力発電所の廃炉につ

いて実用化の推進等必要な取組を進めるとともに、発注側の企

業と受発注する地元企業を効果的につなぐことで地元企業の

参入を促進する。  

○  東京電力福島第二原子力発電所の廃炉についても、東京電力

福島第一原子力発電所の取組と連携しながら、地元企業の参入

支援等、地域振興に取り組む。  

○  廃炉関連産業に参入を希望する企業に対して、技術支援や資

格取得支援、現地見学会の開催など、企業のレベルアップや人
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材育成について支援する。  

○  発注側の企業と受発注する地元企業とのネットワーク形成

を図る。   等  

 

(2)ロボット・ドローン  

 ①  現状と課題  

   原子力災害に伴う廃炉・除染に当たり、人が高線量下で作業する

には限界があるため、遠隔操作できるロボット・ドローン技術が必

要とされている。これを受け、本県では、平成 25 年度に「福島県

廃炉・除染ロボット技術研究会」を立ち上げ、平成 27 年度には「ロ

ボット産業革命の地  ふくしま」を掲げるなど、ロボット産業集積

に取り組んできた。  

福島ロボットテストフィールド（以下「ＲＴＦ」という。）を中

心に、ロボット・ドローンの研究開発・実証を行う環境が整いつつ

あり、特に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）による次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プ

ロジェクトでは、ドローンの１対多運航を実現する機体・システム

の要素技術の開発が行われる等、ＲＴＦが先進の研究開発・実証等

で活用されている。  

一方で、社会実装に必要なＲＴＦ外の環境は不十分であり、今後、

ＲＴＦ周辺に、民間による“協調領域”への投資が進めば、イノベ

拠点としての更なる競争力向上が見込まれる。  

さらに、連携“絆”特区に指定されたことを踏まえ、ドローンの

レベル４によるエリア単位飛行を活用した市街地での物流事業と

いう先駆的な取組の社会実装を目指しているが、企業が参入しやす

い環境づくりを行うことが重要である。  

今後は、ＲＴＦという実証の場があるという優位性を活かした企

業誘致や地元企業の参画を更に進めるとともに、社会実装に向けて

“協調領域”への投資が進むことでイノベ拠点としての競争力向上

を図り、イノベ区域が開発・実証・社会実装の世界最先端の拠点と

なることを目指す。  

また、原子力災害によって人口減少や高齢化が顕著に表れており、

ドローン、空飛ぶクルマのほか自動運転や新たなモビリティサービ

ス等による物流や交通手段の確保、ロボットやＡＩ技術を活用した

各産業の担い手の確保等が課題である。  

今後は、廃炉・除染に係る課題、人口減少や高齢化から生じる地

域課題等を解決していくために、ＲＴＦを核として、新たなロボッ

ト・ドローン技術の研究・開発に向けた取組を行う事業者の集積を

更に加速させ、中長期的には、無人航空機の運航管理（ＵＴＭ）機

能やドローン電波調整機能、重大事故への事故調査機能等、ＲＴＦ
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が国内ドローンの研究開発・制度執行のメインプレーヤーとしての

役割を担い、ナショナルセンター化を目指す。これらの成果を企業

の生産性向上や労働力の補完に繋げるとともに、得られた成果を県

全域さらには全国に波及させる。  

加えて、ロボットによる家庭、教育、福祉及び農林水産業をはじ

めとする地域産業への貢献やドローンによる配送等、実証・実装さ

れた成果を生活の利便性向上や社会課題解決につなげていく。  

 

 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、原子力災

害に伴う廃炉・除染作業や、人口減少、高齢化に対応する先進的な

ロボット・ドローン技術の開発と社会実装を目指す必要がある状

況を踏まえ、事業者においては、廃炉・除染ロボットや高性能ロボ

ット・ドローン、空飛ぶクルマ等の開発、ロボット・ドローンに関

連した新たな部品等の製造・供給、ドローン等を用いた新サービス

の開発やこれらを担う人材育成等の取組が期待される。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

○  廃炉・除染にあたり、高線量下で作業が可能な遠隔操作ロボ

ットや、ドローン等による線量計測技術の開発  

○  長距離飛行が可能なドローン、自動走行による物流ロボット、

低遅延の遠隔操作が可能なロボット等、高性能ロボット・ドロ

ーンの開発  

○  空飛ぶクルマ等最先端技術の開発・実用化  

○  軽量で耐久性のある素材、超精密な部品等、ロボット・ドロ

ーンに関連したこれまでにない新たな部品等の製造・供給  

○  ドローン等を用いた新サービスの開発や、農業、警備等の他

分野での応用  

○  ロボット・ドローンの開発や製造等、上記を担う人材の育成  

  等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、インフラ点検・災害対応ロボットやドローンの目視外飛行、空

飛ぶクルマ等、ＲＴＦに優位性があり、活用が特に見込まれる分野

において、企業の立地や地元企業の参画を更に進めるとともに、Ｒ

ＴＦを始めとしたイノベ区域がロボット・ドローン分野の開発・実

証・社会実装の世界最先端の拠点となることを目指すことにより、

ロボット・ドローン関連産業の集積・育成を図る。  
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（具体的な施策例）  

○  ＲＴＦを拠点として、イノベ区域全体でロボット・ドローン

を活用する開発・実証・社会実装を行いやすい環境整備を進め

る。  

○  ＲＴＦがロボット・ドローンの技術基準、運用ガイドライン

等の規格作成など制度整備や制度運用に資する拠点となるよ

う政府・関係機関と連携する。  

○  災害対応ロボットや、ドローン、医療機器等の広義のロボッ

トまでを対象とした地域復興に資する実用化開発を推進する。 

○  企業のニーズに応じた特色ある技術支援や進出企業と地元

企業のマッチングを行う。   等  

 

(3)エネルギー・環境・リサイクル  

 ①  現状と課題  

   原子力災害以降、本県では「原子力に依存しない、安全・安心で

持続的に発展可能な社会づくり」を復興の基本理念として掲げ、

「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン 2021～持続可能な社会

を目指して～」（令和３年 12 月改訂）、「福島新エネ社会構想」（平

成 28 年 9 月策定、令和３年２月改定）、「福島新エネ社会構想加速

化プラン 3.0」（令和７年９月に策定）に基づき、イノベ区域を始

め、県内全域を対象に、再生可能エネルギーの導入拡大、関連産業

の育成・集積に向けた取組を進めてきた。  

そして、再エネと水素を中心にイノベ区域において多様なプロジ

ェクトが進んでおり、再エネの系統連系のための共用送電線の整備

や発電設備の導入等の取組、地元企業の風力発電関連部品産業への

進出やメンテナンス企業への立地等が進んでいる。  

今後は、多様な主体による分散型エネルギーシステムの構築を拡

大させていくため、分散型エネルギーリソースである蓄電池の低コ

スト化や、ＡＩを活用したエネルギーマネジメントシステムなどの

さらなる技術開発や実証等を進める必要がある。  

また、世界有数の再生可能エネルギー由来水素製造実証拠点であ

る福島水素エネルギー研究フィールド（ＦＨ２Ｒ）が令和２年に開

所し、域内で燃料電池自動車に水素を供給する複数の定置式商用水

素ステーションが設置されるとともに、バス、トラック、移動販売

車等燃料電池自動車が運用されるなど、水素モビリティの導入も拡

大しつつある。  

また、国立研究開発法人産業技術総合研究所・福島再生可能エネ

ルギー研究所（ＦＲＥＡ）、福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ）、

福島大学水素エネルギー総合研究所等との連携による研究開発・人

材育成や、エネルギー・エージェンシーふくしまによる伴走支援等
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を通じた、県内企業の水素関連産業への参入促進と関連企業誘致を

推進しており、水素社会の実現に向けた動きは進み出したところで

ある。一方で、水素の製造コストが高いなどの課題があることから、

更なる研究開発を進める必要がある。  

環境・リサイクル分野については、大熊町にリサイクルセンター

が設立される等、企業の立地が進んでいる。  

これまでの取組内容を更に加速化するため、イノベ区域が有する

再エネ・循環経済等の潜在力を活かし、世界の脱炭素の動きを先取

りして、再エネ電力・グリーン水素・リサイクル等、域内の資源を

活用した事業や関連産業の誘致・拡大を進めることで、新規雇用創

出・産業集積を図り、「脱炭素資源の供給拠点区域」としてのブラ

ンド化を通じて、更なる企業誘致につながる好循環を目指す。   

一方で、廃棄物の効率的な処理体制やリサイクルなどに要するコ

ストなどに課題があることから、産学官の連携を図るとともに、今

後、需要が見込まれる太陽光パネルや蓄電池などの有用金属等のリ

サイクル技術の開発を始め、イノベ区域で発生した大量の廃棄物で

あるリサイクル資源をセメントや砕石などへ再生し、路盤材や建築

材などに加工する技術開発、国内外で注目されている生分解性プラ

スチックの技術開発など、環境・リサイクル関連技術の実用化・事

業化に向けた技術開発・実証等を進めていく必要がある。  

 

 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、原子力に

依存しない社会づくりに対応する新たな再生可能エネルギーの導

入拡大や、関連技術の開発・事業化などが必要である状況を踏まえ、

事業者においては、再生可能エネルギー関連産業分野における新

たな技術の開発や、環境・リサイクル技術の実用化開発等の取組が

期待される。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

○  太陽光発電設備のメンテナンス技術開発  

○  太陽光発電システムの発電効率の向上や低コスト化に向け

た研究開発  

○  海外風車メーカーに適合した部材の開発  

○  風力発電設備のメンテナンス技術開発  

○  木質ペレット・チップのコスト低減に向けた技術開発  

○  水素のモビリティ分野や産業分野等における活用に向けた

研究開発  

○  水素製造コスト低減に向けた研究開発  

○  蓄電池の低コスト化に向けた研究開発  
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○  ＡＩを活用したエネルギーマネジメントシステムの実証等  

○  再生可能エネルギー・水素・環境リサイクル分野における関

連部品等の事業化を見据えた新たな技術開発  

○  太陽光パネルや蓄電池などの有用金属等のリサイクル技術

の開発  

○  イノベ区域で発生した大量の廃棄物であるリサイクル資源

をセメントや砕石などへ再生する技術開発  

○  再生資源を路盤材や建築材などに加工する技術開発  

○  生分解性プラスチックの技術開発   等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」や「福島新エネ社

会構想」も踏まえた、新たな再生可能エネルギーの導入拡大に向け

て新たな技術の実用化開発に向けた支援などを進める。  

また、エネルギー・エージェンシーふくしまを核として、ＦＲＥ

Ａなどの関係機関と連携を図りながら、企業が行う研究開発や技術

実証を支援するとともに、企業間のネットワーク構築から、新規参

入、人材育成、事業化、販路拡大、海外展開まで一体的・総合的に

支援することにより、再生可能エネルギー・水素関連産業の面的・

広域サプライチェーン構築を図る。  

さらに、産学官が連携を図りながら、先端的なリサイクル技術や

環境への負荷の低減に資する原材料や部品の開発などを促進して

いく。  

 

（具体的な施策例）  

○  福島送電株式会社が整備を進める共用送電線について着実

に進めるとともに、福島県再生可能エネルギー復興推進協議会

の活動を通して避難地域等の復興に資する活動を行う。  

○  水素ステーションの導入や燃料電池自動車を始めとした水

素モビリティの普及促進に向けた支援を行う。  

○  産学官の連携による風力メンテナンス人材育成・技術開発の

県内拠点化を図る。  

○  県内企業が行う市場のニーズに応じた再エネ技術開発経費

を助成するとともに、事業化・製品化に向け、技術開発前から

のビジネスプラン策定や開発後のフォローアップ、販路拡大ま

で一体的に支援する。  

○  先端的なリサイクル産業の創出に向け、産学官のネットワー

ク構築や、企業連携による新たな技術の実用化開発等を支援す

る。  
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〇  水素需要の拡大を図り、より強靭なサプライチェーンを構築

するために、水素を「はこぶ」「つかう」ことに対して支援す

る。  

〇  県、福島大学、県内企業の産学官が連携して、水素関連技術

の研究開発や人材育成に関する取組を行うことで、県内企業の

水素関連技術の向上と高度人材育成を図る。   等  

 

 

(4)農林水産業  

 ①  現状と課題  

   ロボット技術や環境制御システムなどの開発・実証を進め、これ

らの先端技術等を取り入れた先進的な農林水産業（プロセスイノ

ベーション）を全国に先駆けて実践し、イノベ区域の農林水産業の

復興再生を図っていくとともに、開発・実証された先端技術等の成

果について、県内全域での技術の社会実装を促進する必要がある。 

農業については、避難指示解除の時期により、営農再開の進捗が大

きく異なる状況にあるものの、農地の大区画化・汎用化等に資する

復興関連のほ場整備等を契機として、新たな担い手となる企業の

参入や担い手への農地集積の動きも進んでいる。  

 一方で、担い手不足や激化する産地間競争の中で持続的に経営

可能な地域農業を確立するため、将来を担う新たな担い手の確保

とともに、先端技術の導入等による生産性の高い経営の展開や、広

域的な付加価値の高い農産物の産地形成等が必要である。  

引き続き、省力的・高収益な生産技術体系や農業者の組織化・法

人化等を通じた広域的な産地形成を進めるとともに、先端技術を

活用した大規模農業を促進し、地域の新たな基幹産業として農業

生産と加工が一体となった農業・食品産業クラスターの創出を目

指す。  

また、畜産については、家畜飼養頭羽数及び飼料作物作付面積が

震災前の水準まで回復していないことから、大規模復興牧場の整

備や先端技術の導入及び耕畜連携を推進しつつ、今後、新たな高収

益畜産経営モデルの展開を支援する。また、自給飼料生産体制の整

備や広域的な連携を通じ、外的な要因からの影響緩和による持続

的畜産経営を進めていく。  

林業については、森林内の放射性物質の影響等により、十分な森

林整備に取り組めていない地域がある。また、全国から高い評価を

得ていたきのこ原木栽培については、原木林再生や原木きのこ生

産再開に向け、試験研究や実証事業に取り組んでいるものの、震災

前の生産水準からは大きく減少している。  

今後は、放射性物質対策を更に進めるとともに、林内路網の整備、
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高性能林業機械の導入等による省力化・効率化やＩＣＴを活用し

た生産体制の構築、製造技術の高度化促進等による収益性の向上

と森林所有者等の営林活動の意欲向上を目指す。  

水産業については、多種多様な魚介類が豊富に水揚げされる好

適な漁場を有していることや、首都圏から比較的近いことから高

鮮度な水産物を供給できる地理的優位性等の強みを有している。  

令和３年３月に試験操業が終了し、本格的な操業に向け、生産か

ら流通、消費における様々な取組の結果、水産業の再生は着実に進

んできたものの、水揚げ金額は震災前の水準からは大きく減少し

たままであり、今後も水揚げの増加が課題となっている。  

また、内水面の遊漁については、イノベ区域の複数河川では引き

続き再開されていない等の課題もあるなか、従来漁獲されてきた

魚種が減少する一方で、これまで漁獲が少なかった魚種が増加し

ており、海洋環境の変動に伴う水産資源の変化が見られている。さ

らに、組合員の減少等による漁協経営の悪化や物価高騰による養

殖業の経営負担も見られる。  

今後、ＩＣＴを活用した漁業の効率化や新たな種苗生産・放流技

術の開発・実装等を進めるとともに、水産物の高鮮度・高付加価値

化や販路拡大等の取組を促進する。  

また、各分野の国内外における風評の払拭に向けて、生産から流

通、販売に対する適時、適切な対策を強力に展開し、確固たるブラ

ンドの確立を図るとともに、輸出の更なる拡大を推進する。  

 

 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、原子力災

害の影響により休止等を行った農林水産業の再開に対応する新た

な担い手の確保や、効率化、高付加価値化を図る必要がある状況を

踏まえ、事業者においては、ＩＣＴやロボット技術等を活用した超

省力・大規模生産方式の導入や市場競争力のある新商品の開発等

の取組が期待される。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

○  ほ場の大区画化など機能向上が図られた水田における、ＩＣ

Ｔやロボット技術等を活用した水稲の超省力・大規模生産方式

の導入  

○  ＩＣＴを活用して温度、湿度等の生育条件の管理等を行う環

境制御型施設園芸の導入  

○  ＩＣＴを活用した効率的な和牛肥育、放牧監視、繁殖管理、

大規模飼料生産システム等の導入  

○  土地利用型園芸作物の生産から販売までを一貫して取り組
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む収益性の高いビジネスモデルに必要な機器の導入  

○  林業用ロボットの開発・導入、ＩＣＴを活用した森林整備体

制の構築  

○  木材の新たな利用技術の開発・導入  

○  ＩＣＴ技術等を活用した操業の効率化、水産物の高付加価値

化、資源管理手法の開発・導入  

○  担い手不足に対応できるＩＣＴ・ＩＯＴ機器等の開発  

                          等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、新たな担い手の確保・育成、先端技術を活用したスマート農業・

スマート林業等の技術開発や、実証や社会実装の促進、生産から流

通・販売に至るまでの総合的な取組による「ふくしま」ならではの

ブランドの確立、生産から流通・加工などを含めて高付加価値生産

を展開する産地の形成等を目指す。  

 

（具体的な施策例）  

○  （公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構による

企業の現地案内や企業と地域とのマッチング等、地域内外から

の参入促進に向けた取組を行う。   

○  農地の大区画化、用排水路等の整備、農業の担い手への集積・

集約化の促進を行う。  

○  ロボット技術や環境制御システムなど先端技術の開発・実証

を行う。  

○  先端技術や高性能機械等の導入支援を行う。  

○  水産流通・加工の設備等の導入支援を行う。   等  

 

(5)医療関連  

 ①  現状と課題  

   イノベ区域では原子力災害による避難を契機として子育て世代

を中心に避難生活が継続するなど高齢化や生産年齢人口の減少が

急激に進行している。  

また、多くの医療機関や介護施設が休止に追い込まれ、避難指示

解除後には再開の動きも出てきているが、医療機関の再開状況は震

災前の 30％未満にとどまっており、医療・介護人材の不足を含め

た医療福祉サービスの低下や老々介護など社会的課題が全国に先

行する形で現れている。  

こうした状況の中、医療機器分野について、平成 28 年に開所し

たふくしま医療機器開発支援センターは、国立研究開発法人日本医
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療研究開発機構の地域連携拠点に採択されたことを契機に、ハブ拠

点として全国の研究機関や大学等と連携し、医療機器の開発を推進

している。  

高齢化社会が進む中、これまでイノベ区域で行われてきた実用化

開発・実証の取組を苗床とし、研究開発から事業化まで一貫した支

援を図ることで、新しい産業として地域に根付いていくとともに、

他分野からの参入の促進を通じて、さらに産業として広がりを見せ

ることが見込まれる。特に、ＩＴやＡＩの技術を活用したプログラ

ム医療機器の開発が進んでおり、今後、市場規模が急速に拡大する

ことが予想されている。ふくしま医療機器開発支援センターを核と

した本県の参入支援により、ＩＴ関連のスタートアップ企業やベン

チャー企業等の集積が期待できる。  

今後は、当センターが、企業会員が主体の福島県医療福祉機器産

業協議会や一般社団法人福島県薬事工業協会、また、地元自治体等

の関係機関との連携により企業の研究開発や新規参入への支援に

取り組むとともに、実用化開発・実証プログラムによる新しい技術

や製品について、地域に普及させるなど、イノベ区域における医療

関連の企業活動の活発化を通じた産業振興と、その成果による医

療・福祉的な地域課題への貢献を同時に図っていくことが必要であ

る。  

さらに、これらの取組が先進的な事例として、同じ課題を抱える

全国や近い将来少子高齢化が見込まれる海外における課題解決の

モデルとなるよう、情報発信や販路開拓等もあわせた一体的な支援

に取り組むことにより、取組の効果を最大化させていく必要がある。 

医薬品分野は、近年の技術革新により市場規模が世界的に拡大し

ている産業である。浜通り地域では、バイオ医薬品の製造工場が複

数整備されつつあり、更なる医薬品関連産業の集積により、地域の

振興が期待されている。  

また、これまで福島県立医科大学に整備された医療 -産業トラン

スレーショナルリサーチセンターの研究・開発により、多くのベン

チャー企業が輩出されるなど、医薬品関連産業の集積に取り組んで

きたところであり、今後は、これまでの研究成果等を活用し、新規

治療薬等の実用化に向けた創薬関連企業の取組を支援するなど、医

薬品関連産業の更なる集積・振興と浜通り創薬関連産業コミュニテ

ィの形成を図る。  

さらに、住民一人一人が安心して医療サービスを受けられる環境

の実現や、心身ともに健康な生活の実現に向けて、デジタル等を活

用したヘルスケアや介護も含めた医療関連サービスの実証や官民

連携による医療関連サービスの充実を進める。加えて、医療関連実

証企業からの相談対応や、施策のプロモーション等により、実証企
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業の呼び込みを進めるとともに、広域的なサプライチェーン構築や

地域間連携の取組を進める。  

 

 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、原子力災

害に伴う医療福祉サービスの低下や、老々介護などの社会的課題

に対応する医療関連企業の活発化と地域課題への貢献を図る必要

がある状況を踏まえ、事業者においては、新たな医療福祉機器の開

発や改良、新たな医薬品の研究や製造等の取組が期待される。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

○  在宅医療向けの可搬型Ｘ線撮影装置や介護支援コミュニケ

ーション用ロボット、医療・介護従事者の負担を軽減するアシ

ストスーツやＡＩ等先端技術を用いたオンライン診療システ

ムの高度化等、新たな医療福祉機器等の開発・実証や製品の事

業化  

○  開発した医療福祉機器等をイノベ区域の医療機関や高齢者

福祉施設等に導入し、現場からの意見やニーズを踏まえた製品

の改良  

○  ＴＲセンターがこれまでに開発した創薬に有効な抗体やタ

ンパク質マイクロアレイの２つの基盤技術を活用した新たな

抗体医薬品等の創出に向けた研究・開発及び製品化と製造拠点

の設置   等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、医療機器の開発から事業化までを一体的に支援するふくしま

医療機器開発支援センター等の拠点の機能を最大限活用し、医療

関連産業の振興と併せて、新しい技術や製品の活用による地域課

題の解決に取り組んでいく。  

 

（具体的な施策例）  

○  福島県医療福祉機器産業協議会等を通じて医療関連分野へ

参入する企業に対して、支援制度や技術動向等の情報提供を行

う。  

○  ふくしま医療機器開発支援センターが企業等とのマッチン

グ支援や規制等に対応するための専門人材によるコンサルテ

ィング支援等を実施する。  

○  ふくしま医療機器開発支援センターが製品の安全性評価試

験による更なる技術開発への支援、企業訪問による課題解決の
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支援及び利用料金の減額などを行う。  

○  医薬品関連産業の更なる集積・振興と浜通り創薬関連産業コ

ミュニティの形成   等  

 

(6)航空宇宙  

 ①  現状と課題  

   「福島県商工業振興基本計画」（令和３年 12 月策定）において、

次世代を担う産業の新たな柱の一つとして、航空宇宙を位置づけ

ており、実際に、イノベ区域には、航空機用エンジンの製造を行う

中核 企業 を 始め 、 航空 宇宙 分 野の 国 際認 証規 格 であ る ＪＩ ＳＱ

9100、Ｎａｄｃａｐを取得する企業が多く立地しており、宇宙スタ

ートアップも集積しつつある等、更なる集積の可能性を有する地

域となっている。  

   イノベ区域における航空宇宙産業の育成・集積に向けて、「普及・

啓発」、「研究会活動の活性化」、「認証取得支援」、「人材育成支援」、

「取引拡大支援」といった参入の段階に応じた必要な施策等を講

じている。また、公設試験場に高度先進機器を導入し、参入に必要

な技術研修等を通じた、イノベ区域に立地する企業の技術力の向

上、高度人材育成の支援強化等に着実に取り組んでいる。  

   また、ＲｅＡＭｏプロジェクトでは、空飛ぶクルマの実飛行環境

（温度・湿度・圧力）を模擬した条件下での環境試験技術の確立を

目指す取組が行われる等、ＲＴＦが先進の研究開発・実証等で活用

されており、実証環境も整備されている。  

   このような中、令和６年に経済産業省が策定した「航空機産業戦

略」では、収益性が高く規模の大きい市場（ボリュームゾーン）に

おいて、海外完成機メーカーと伍する立場で、国際連携による完成

機事業の創出を目指していくことが掲げられており、とりわけ航

空機産業は、高い技術力が求められるとともに、多額の設備投資等

の初期投資が必要とされる等、参入障壁が高い分野であることか

ら、官民一体となった持続的な取組が必要である。  

   引き続き、地元企業や進出企業の設備投資や海外市場を含めた

販路開拓、人材確保・育成等を戦略的に推進することで、更なる産

業集積を目指す。  

   空飛ぶクルマについては、「空の移動革命に向けたロードマッ

プ」（平成 30 年策定、令和４年改定）において、ＲＴＦを空飛ぶク

ルマの試験飛行拠点として活用・整備、研究・人材育成等の機能拡

充等に取り組むとされており、空飛ぶクルマの実証や関係企業の

誘致による関連産業の集積を推進する。  

   宇宙産業については、内閣府の「宇宙基本計画」（令和５年改定）

において、「 2020 年に４．０兆円となっている市場規模を、2030 年
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代の早期に２倍の８．０兆円に拡大していくことを目標とする」と

掲げている。宇宙産業が成長を実現するためには地域経済の力が

不可欠であり、地元企業や進出企業が国際競争や企業間競争を勝

ち残り、サプライチェーンの構築・強靭化することが重要であるこ

とから、官民での取組を強化する必要がある。  

   このため、スタートアップを含む宇宙関連企業同士で共用する

ことが望ましい“協調領域”に対し、宇宙分野はその開発段階が各

社で様々であることに留意し、“モデル”（量産準備段階）と“モデ

ル候補”（実証段階）がそれぞれ抱える課題を整理の上で支援して

いくことが重要である。  

今後は、イノベ区域における更なる産業集積やサプライチェーン

の構築等において、航空宇宙分野の発展のために求められているコ

スト改善や環境対応における先進的な取組を進め、他地域と比較し

た競争力強化を図っていくため、航空機のプライムメーカーやサプ

ライヤーからの新たなニーズに応え得る、航空分野における温暖化

ガス排出削減や省エネ等のためのエンジンの効率化や機体の軽量

化等の技術開発や実証等による「脱炭素化」や、自動化、高信頼性

確保、省力化等に繋がる自動運転やスマート工場化等の技術開発や

実証等による「デジタル化」に向けた先端技術の研究開発や導入が

必要である。  

また、宇宙分野については、はやぶさ２における開発等の知見を

活かし、さらなる極限環境等における宇宙探査等に利活用できる製

品等の開発や、民間宇宙利用の促進に資するコストパフォーマンス

等に優れた部材等の開発等が必要である。  

 

 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、原子力災

害に伴う産業復興政策の一つに掲げられた航空宇宙分野の更なる

産業集積やサプライチェーンの構築等においてコスト改善や環境

対応等の技術開発や実証等の促進を図る必要がある状況を踏まえ、

事業者においては、最先端技術の研究や社会実装への参画、高い技

術力を必要とする開発等の取組が期待される。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

○  電動航空機やバイオ燃料、水素活用技術開発、新素材を活用

した機体軽量化による脱炭素化に向けた最先端技術の研究  

○  航空機部品の組立・製造工程におけるロボット等の活用によ

るスマート工場化などの実現に向けた取組  

○  小惑星探査機「はやぶさ２」のような高い技術力を必要とす

る国家プロジェクトのための研究・開発  
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○  人工衛星の小型化や低コスト化に向けた民間企業による取

組のための研究・開発  

○  空飛ぶクルマの開発・実証   等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、航空宇宙産業への新規参入や地元企業の取引拡大への支援を

重点的に行うとともに、福島県ハイテクプラザ等による人材育成

や企業立地支援策を活用した域外からの企業の呼込み、航空宇宙

分野に取り組む企業の取引拡大や技術力向上のための支援等に取

り組んでいく。  

 

（具体的な施策例）  

○  新規参入に必要な国際認証の取得や既に航空宇宙分野に取

り組む企業の取引拡大、設備投資、技術力向上のための支援を

行う。  

○  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が必要

とする技術ニーズと地元企業等が有する技術とのマッチング

等の取組を行う。  

○  ハイテクプラザの高度先進機器を活用した実践的な技術研

修などを通じた地元企業の技術支援を行う。  

○  複数の工程を地域の企業間連携を通じて一貫して受注する

地域クラスターの形成及びクラスター全体の工程設計・管理を

行う中核となる企業育成に向けた取組を行う。   等  

 

(7)新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、イノ

ベ区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となる

事業   

①  現状と課題  

   これまでのイノベ構想の取組により、イノベ区域では、産業集積

や様々なイノベーションの芽が着実に生まれ、域内における経済

活動は、全体として回復しつつあるものの、依然として全国水準の

伸びを下回っている。今後、全国と比較しても遜色ない水準の経済

成長を実現していくには、この流れを持続・拡大させ、今後も継続

して域内での起業・創業や県外からの企業進出が進み、こうした企

業の経済活動が地元の既存企業の活動にも波及効果をもたらし、

結果として、地元企業や進出企業がいずれも持続的に稼げる好循

環を生み出すための環境整備が重要である。そのためには、地域の

特性に応じた新たなイノベーション・投資の実現、それらを支える

サプライチェーンや共創的なコミュニティの構築を進めていく必
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要がある。  

しかし、原子力災害に伴う働く場や都市機能の喪失等による生産

年齢人口の不足や域内の消費の落ち込みは、 15 年が経過した現在

も続いており、震災後に進出した企業等や農林水産業をはじめ各産

業において、担い手・人手不足等に直面している。継続的にイノベ

ーション・産業集積を創出していくためにも、イノベ区域の子ども

たちの育成の他、首都圏等からの若手人材を含む新たな活力を呼び

込み、交流人口・関係人口の拡大、ひいては移住・定住も視野に入

れつつ、企業の定着も見据え、まずはすべての前提となる生活者の

日々の暮らしを再建し、向上・持続させるとともに、地域の稼ぎに

つなげていく必要がある。  

そして、「地域の企業が主役」となり、最先端分野だけでなく、

地域に根ざした産業や宿泊、飲食業等の分野を含め、地元企業が幅

広くイノベ構想に参画し、点から線、線から面へと、地元企業と進

出企業の連携を広域的に進め、県全体にも効果を波及させながら、

地域的な産業集積を図っていくほか、域外からの新規参入や新たな

チャレンジ等によるイノベーションの創造と、地域企業を包含した

「面的なサプライチェーン」の構築により、相互に裨益するシステ

ムの実現が必要である。  

   なお、避難指示の解除の時期によって地域の状況は大きく異な

り、避難指示が解除されたばかりで、ようやくスタートラインに立った

地域もあれば、未だに帰還困難区域を抱え、経済回復をはじめとした復

興の遅れに影響が出ている地域もあることに留意すべきである。  

 

 ②  事業者の取組に期待すること  

   本計画の１及び３に記載した目的・目標の達成に向け、イノベ区

域における現状と課題を踏まえ、４（１）～（６）の取組の他、イ

ノベ区域の産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるもの

として、重点６分野に係る事業を行う者との取引が見込まれる取

組又は重点６分野の集積に資する取組、具体的には、  

・産業の自立的・持続的発展の実現に寄与する取組  

・面的サプライチェーン・共創的コミュニティの構築に寄与する取

組  

・安心して暮らせる生活環境の整備に必要な取組  

のいずれかに該当する取組が期待される。  

 

  （事業者に取り組んでいただきたい取組例）  

〇  廃炉に資する設備や部材の製造や点検等の事業  

〇  ＣＴや放射線治療装置などの医療関係機器の製造に必要な

部品の製造  
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〇  エネルギーの地産地消に寄与する再生可能エネルギーを用

いた発電プラントの維持管理等の事業  

〇  水素モビリティの製造販売等  

〇  運送業等における水素の活用を行う事業  

〇  ＩＣＴやロボット技術を活用しイノベ区域内において生産

された農作物の販売・加工  

〇  次世代のバイオマス発電又はバイオ素材の開発に必要な農

林水産物の生産・提供  

〇  ロケット・空飛ぶクルマの研究開発に必要な研究施設等並び

にその研究開発に必要な部品等及び開発された製品を製造す

る工場の建設並びにこれらの施設の維持・管理  

〇  ロボットやドローンの改良や量産化に資する設備や部材の

供給  

○  イノベ区域において開発・実証された技術や、実用化された

新たな技術を導入、活用した事業  

○  イノベ区域内における居住・滞在拠点となる宿泊施設・飲食

施設・商業施設その他のイノベ区域の活性化に寄与する施設の

整備、運営に関する事業  

〇  安心して暮らせる生活環境に必要な医療・福祉、教育・子育

て等に関する事業  

〇  イノベ区域内の各地域を含む面的なサプライチェーンの構

築に求められる交通、物流等の事業  

〇  共創的コミュニティの構築に求められるインキュベーショ

ン施設等の運営   等  

 

 ③  事業者の取組を支援するための施策  

   上記②の事業者に期待する取組を一層促進していくために、県

は、企業の呼び込みの促進に向けた産業基盤の整備や、安心して暮

らせる生活環境の整備に取り組んでいく。  

 

（具体的な施策例）  

〇  広域的な連携の下、企業の呼び込みの促進に向けた産業基盤

の整備、安心して暮らせる生活環境の整備を進める。  

〇  重点６分野における戦略的サプライチェーンの構築を促進

する。  

〇  域内外、国内外への販路拡大や、周辺サプライチェーンから

の調達拡大による量産体制の確立等、事業展開段階の販路拡大

等バックアップ体制を構築する。  

〇  地域実証・公共調達の試行等、共創的コミュニティとも連携

した実証の行いやすい環境を整備する。  
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〇  ビジネス交流会等を通じた先進的な企業のイノベーション

と地元企業との連携を図り、イノベ区域内外の企業間のマッチ

ングを促進する。  

○  大学等とイノベ区域の市町村および事業者が継続的な関係

構築を進めることができるよう環境整備を促進する。  

○  地域主体のまちづくりや地域コミュニティづくり（受け皿の

創出）の取組を強化する。  

〇  福島ならではの教育や教育環境の更なる充実に取り組んで

いく。   等  
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５  新産業創出等推進事業実施計画の認定等に当たって  

 

○  新産業創出等推進事業を実施することにより課税の特例の適用を

受けようとする事業者は、イノベ区域における産業集積の形成及び

活性化に寄与する事業活動等について記載した、新産業創出等推進

事業実施計画（以下「実施計画」という。）を作成し、その他必要

な書類とあわせて知事に申請すること。  

 

○  認定を受けた事業者（以下「認定事業者」という。）が、実施計

画を変更しようとするときは、知事の変更の認定を受ける必要があ

る。  

 

○  認定事業者には、実施計画の実施状況について、事業年度（個人

事業者は暦年）ごと終了後１か月以内に報告書の提出を求める。  

 

○  認定事業者は、認定を受けた実施計画どおりに事業を実施してい

ないと認められる場合、認定を取り消されることがある。  
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別紙１－２ ＜製造業等＞



久之浜地区水産業

復興産業集積区域

四倉地区水産業

復興産業集積区域

勿来第二水産業

復興産業集積区域

平地区水産業

復興産業集積区域

小名浜第二水産業

復興産業集積区域

勿来第一水産業

復興産業集積区域

小名浜第一水産業

復興産業集積区域

いわき第１新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第２新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第３新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第４新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第６新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第５新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第７新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第８新産業創出等

推進事業促進区域

いわき第８新産業創出等

推進事業促進区域

新産業創出等推進事業促進区域

198

204 203

201

200

202

199

221

197

196

219

208

207

212～214

210 211

209

194

193

195

192
217

215

216

218

205 206

220

別紙１－２ ＜農林⽔産業＞



農水１

農水７

製造１

農水８製造３

製造５

製造４

農水９

製造２

農水５

農水６

農水３

農水２

農水４

農水10

【凡例】

農業関連産業、林業

水産関連産業

製造業等

相馬市 新産業創出等創出等推進事業区域
概括図

別紙１－１



１
７

１
１

５

３

６

８

４

10

12

２

９

13

３

２

11

２

３

４

４

５５

４

６

８

７

相馬市 新産業創出等推進事業促進区域
（拡充部分）概括図

【凡例】

農業関連産業、林業

水産関連産業

製造業等

別紙１－２





z

田 村 市 イ ノ ベ 税 制 対 象 区 域 図

製造業等

凡　　例

農林水産業

別紙１－２



「南相馬市第１新産業創出等
推進事業促進区域」 概括図

（南相馬市）

「凡 例」
〇製造業等：⇒「青」

〇農業水産業：⇒「緑」

別紙１－１



「南相馬市第２新産業創出等推進事業促進区域」
「南相馬市第３新産業創出等推進事業促進区域」

概括図（南相馬市）

「凡 例」
赤：製造業等の区域
緑：農林水産業の区域

別紙１－２



川俣町新産業創出等推進事業促進区域

別紙１－１

凡例

青：製造業等基本区域

緑：農業基本区域（農用地区域）

赤：製造業等、農業両区域

農２ 羽田地区

農１山木屋地区

10 秋山

15 羽田八幡丁

11 羽田瓜蕪良内

12 羽田西部

7 鶴沢西部

1 西部工業団地

2 中山工業団地

8 小神西部

9 東福沢祭田

16 小綱木上戸ノ内

5 町東部（飯坂地区）

3 飯坂工業団地

14 飯坂羽前場

4 山木屋工業団地

17 山木屋問屋

13 山木屋野取場山

18 山木屋向出山

6 細田

19/農４ 飯坂字南古道堂内5番地

12/農３ 羽田字山ノ坊15番地

7/農3 鶴沢字林山18番地



川俣町新産業創出等推進事業促進区域

別紙1-2

凡例

青：製造業等基本区域

赤：製造業等追加区域

緑：農業基本区域（農用地区域）

紫：農業追加区域

黄：追加区域

農２ 羽田地区

農１山木屋地区

10 秋山

15 羽田八幡丁

11 羽田瓜蕪良内

12 羽田西部

7 鶴沢西部

1 西部工業団地

2 中山工業団地

8 小神西部

9 東福沢祭田

16 小綱木上戸ノ内

5 町東部（飯坂地区）

3 飯坂工業団地

14 飯坂羽前場

4 山木屋工業団地

17 山木屋問屋

13 山木屋野取場山

18 山木屋向出山

6 細田

19/農4 飯坂字南古道堂内5番地

12/農2 羽田字山ノ坊15番地

7/農3 鶴沢字林山18番地



新産業創出等推進事業促進区域図

（広野町）
箒平地区

凡 例

青 ： 製造業等

緑 ： 農林水産業等

製１

製2

製3
製4

製5

製6

製7

製8

製9

製10

製11

製12

製18

製14

製15

製16

製17 製13

製19

農１

農4

農2

農5

農7

農8

農6

農10
農11

農12

農13

農9

農14

農3
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新産業創出等推進事業促進区域図

（広野町）
箒平地区

凡 例

青 ： 製造業等

緑 ： 農林水産業等

製１

製2

製3
製4

製5

製6

製7

製8

製9

製10

製11

製12

製18

製14

製15

製16

製17 製13

製19

農１

農4

農2

農5

農7

農8

農6

農10
農11

農12

農13

農9

農14

農3
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　　　別紙１－１

Ｒ３９９

川内村役場

川内村新産業創出等推進事業促進区域図

川内村新産業創出等推進

事業促進区域【製造業等】

凡例



大分類 中分類
村西部 糠馬喰・高塚区域等

村中央部 宮渡、緑、早渡、町分区域等

村東部 毛戸、貝ノ坂区域等

別紙１－２

凡　　例

市町村境界

製造業等

農林水産業

新産業創出等推進事業促進区域

概括図 （川内村）

村西部

村中央部

村東部

農1

農2
農3

農4

農5

農6

農7

農8

農9

農10

農11
農12

農13

農14

農16

農17

農15

農18

農19

農21

農22
農23

農25

農26

農24

農20

農27

農28

農30

農29

１．宮渡地区

農31

２．田ノ入地区



国道２８８号

帰還困難区域 特定復興再生拠点区域

下野上地区一団地エリア

中間貯蔵施設予定地

福島第一原子力発電所 大川原地区復興拠点復興公園予定地

常磐線

常磐自動車道

国道・県道大熊インターチェンジ

町道

町道中央台線

凡 例

令和５年９月２９日現在

町道東６７号線

帰 還 困 難 区 域 大熊ＩＣ

大川原地区復興拠点

復興公園予定地

中 間 貯 蔵 施 設 区 域

町道中央台線

大熊町役場

町道東６３号線

福島第一
原子力発電所

大
野
駅

西工業団地区域

リサイクルセンター

特定復興再生拠点
（避難指示解除済）

中央産業拠点区域

特定帰還居住区域

旧避難指示解除準備区域
及 び 旧 居 住 制 限 区 域
（ 避 難 指 示 解 除 済 ）

特 定 帰 還 居 住 区 域

大熊町 新産業創出等推進事業促進区域

製造業等

農林水産業

駅西交流エリア区域

対象区域

大熊インキュベーションセンター区域

別紙１

大熊町農業区域

ー１



国道２８８号

帰還困難区域 特定復興再生拠点区域

下野上地区復興拠点

中間貯蔵施設区域

福島第一原子力発電所 大川原地区復興拠点

復興公園予定地ＪＲ常磐線

常磐自動車道 国道・県道 町道

凡 例

令和７年６月１０日現在

帰 還 困 難 区 域

大川原地区復興拠点

復興公園予定地

大熊町役場 町道東６３号線

福島第一
原子力発電所

大熊西工業団地

大熊町農業区域

製造業等

農林水産業

特定帰還居住区域

大 川 原 ・ 中 屋 敷 地 区
（H31.4.10避難指示解除）

リサイクルセンター

大
野
駅

大熊ＩＣ

大熊インキュベーションセンター

町道東６７号線

特 定 帰 還 居 住 区 域
（ 帰 還 困 難 区 域 内 ）

西大和久地区復興拠点

大熊中央産業拠点

駅西交流エリア

西大和久地区
復興拠点

特定復興再生拠点区域
（R4.6.30避難指示解除）

対象区域

中 間 貯 蔵 施 設 区 域
（ 帰 還 困 難 区 域 内 ）

大熊東工業団地

別紙１－２



■双葉町新産業創出等推進事業促進区域図

＜ 農 地 除 染 ＞

常磐双葉

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

４農林水産業

製造業

【除外地域】

次の敷地については促進区域から除外する。

①双葉駅東口駅前広場

②双葉駅東口 町役場建設予定地

③福島県立双葉高等学校

④双葉町役場（解体後の利用方針次第では追加する可能性あり）

⑤双葉町町営墓地

⑥東日本大震災・原子力災害伝承館

⑦復興祈念公園

⑧駅西側調整池（２か所）

※町立幼稚園、町立小学校・中学校、町立図書館、コミュニティセンターについては、

現在、利活用方針が検討中のため、現時点では促進区域に含めることとする。

町営墓地

駅東口

調整池

双葉高校

伝承館

双葉町全域図

１

２

３

２

１
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【除外地域】
次の敷地については促進区域から除外する。
①双葉駅東口 駅前広場
②双葉駅東口 町役場
③福島県立双葉高等学校
④旧双葉町役場
⑤双葉町町営墓地
⑥東日本大震災・原子力災害伝承館
⑦復興祈念公園
⑧運動公園整備予定地
⑨駅西側調整池
⑩双葉中学校
※町立幼稚園、町立小学校、町立図書館については、
現在、利活用方針検討中のため、現時点では促進区域に
含めることとする。

双葉中学校
中間貯蔵施設

－２



「福島イノベーション・コースト構想の推進に係る特例措置」
新産業創出等推進事業促進区域（浪江町）

水産業
⑧請戸漁港
⑨請戸水産加工団地

⑨
⑧

③
④

①

②

⑤

農業、林業
⑥津島地区
⑦浪江地区

製造業
①北産業団地
②南産業団地
③棚塩産業団地
④藤橋産業団地
⑤浪江国際研究学園都市構想キャンパスタウン区域

⑦

⑥

凡例
青 ： 製造業等
緑 ： 農林水産業

別紙１ー１



「福島イノベーション・コスト構想の推進に係る特例措置」浪江町新産業創出等推進事業促進区域

：農林水産業

：製造業等

凡例

別紙１－２
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観光復興産業集積区

域

新地町新産業創出等推進事業促進関連区域 概略図

凡 例

市町村界

新地町新産業創出等

推進事業促進関連区域

（農林水産業）

新地町新産業創出等

推進事業促進関連区域

（製造業等）

別紙１－２



飯舘村 新産業創出等推進事業促進区域
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飯舘村 新産業創出等推進事業促進区域
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⑪
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⑭
⑬

⑨

⑦

・・・ 農林水産業区域対象農用地

・・・ 製造業等区域

⑩
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農林水産業区域　　　　　



別紙２

新産業創出等推進事業促進計画　対象業種表（小分類）

大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

010 管理、補助的経済活動を行う事業所（01農業）  ● ●

011 耕種農業 ● ●

012 畜産農業 ● ●

013 農業サービス業（園芸サービス業を除く） ● ●

014 園芸サービス業 ● ●

020 管理、補助的経済活動を行う事業所（02林業） ● ● ●

021 育林業 ● ● ●

022 素材生産業 ● ● ●

023 特用林産物生産業（きのこ類の栽培を除く） ● ● ●

024 林業サービス業 ● ● ●

029 その他の林業 ● ● ●

030 管理、補助的経済活動を行う事業所（03漁業） ● ●

031 海面漁業 ● ●

032 内水面漁業 ● ●

040 管理、補助的経済活動を行う事業所（04水産養殖業） ● ●

041 海面養殖業 ● ●

042 内水面養殖業 ● ●

060 管理、補助的経済活動を行う事業所（06総合工事業） ● ● ●

061 一般土木建築工事業 ● ● ●

062 土木工事業（舗装工事業を除く） ● ● ●

063 舗装工事業 ● ● ●

064 建築工事業(木造建築工事業を除く) ● ● ●

065 木造建築工事業 ● ● ●

066 建築リフォーム工事業 ● ● ●

070 管理、補助的経済活動を行う事業所（07職別工事業） ● ● ●

071 大工工事業 ● ● ●

072 とび・土工・コンクリート工事業 ● ● ●

073 鉄骨・鉄筋工事業 ● ● ●

074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 ● ● ●

075 左官工事業 ● ● ●

076 板金・金物工事業 ● ● ●

077 塗装工事業 ● ● ●

078 床・内装工事業 ● ● ●

079 その他の職別工事業 ● ● ●

080 管理、補助的経済活動を行う事業所（08設備工事業） ● ● ● ●

081 電気工事業 ● ● ● ●

082 電気通信・信号装置工事業 ● ● ● ●

083 管工事業（さく井工事業を除く） ● ● ● ●

084 機械器具設置工事業 ● ● ● ●

089 その他の設備工事業 ● ● ● ●

090 管理、補助的経済活動を行う事業所（09食料品製造業） ● ● ●

091 畜産食料品製造業 ● ● ●

092 水産食料品製造業 ● ● ●

093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 ● ● ●

094 調味料製造業 ● ● ●

095 糖類製造業 ● ● ●

096 精穀・製粉業 ● ● ●

097 パン・菓子製造業 ● ● ●

098 動植物油脂製造業 ● ● ●

099 その他の食料品製造業 ● ● ●

100 管理、補助的経済活動を行う事業所（10飲料・たばこ・飼料製造業） ● ● ●

101 清涼飲料製造業 ● ● ●

102 酒類製造業 ● ● ●

103 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） ● ● ●

104 製氷業 ● ● ●

106 飼料・有機質肥料製造業 ● ● ● ●

●　＝　細分類の全てが対象となる業種
▲　＝　細分類の一部のみが対象となる業種

A 農業、林業

01 農業

02 林業

B 漁業

03 漁業（水産養殖業
を除く）

04 水産養殖業

D 建設業

06 総合工事業

07 職別工事業（設備
工事業を除く）

08 設備工事業

E 製造業

09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼
料製造業

1/10



大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

110 管理、補助的経済活動を行う事業所（11繊維工業） ● ● ● ● ●

111 製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業 ● ● ● ● ●

112 織物業 ● ● ●

113 ニット生地製造業 ● ● ●

114 染色整理業 ● ● ●

115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 ● ▲
細分類1152漁網製造業に限る

● ●

116 外衣・シャツ製造業（和式を除く）

▲
細分類1165織物製事務用・作業用・
衛生用・スポーツ用衣服・学校服製
造業（不織布製及びレース製を含

む）に限る

● ● ●

117 下着類製造業 ● ● ●

118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 ● ● ●

119 その他の繊維製品製造業 ● ● ●

120 管理、補助的経済活動を行う事業所（12木材・木製品製造業） ● ● ●

121 製材業、木製品製造業 ● ● ●

122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 ● ● ●

123 木製容器製造業（竹、とうを含む） ● ● ●

129 その他の木製品製造業(竹、とうを含む) ● ● ●

130 管理、補助的経済活動を行う事業所（13家具・装備品製造業） ●

131 家具製造業
▲

細分類1311木製家具製造業（漆塗
りを除く）に限る

●

132 宗教用具製造業 ●

133 建具製造業 ● ●

139 その他の家具・装備品製造業 ●

140 管理、補助的経済活動を行う事業所（14パルプ・紙・紙加工品製造業） ● ● ●

141 パルプ製造業 ● ● ●

142 紙製造業 ● ● ●

143 加工紙製造業 ● ● ●

144 紙製品製造業 ● ● ●

145 紙製容器製造業 ● ● ●

149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 ● ● ●

150 管理、補助的経済活動を行う事業所（15印刷・同関連業） ● ●

151 印刷業 ● ●

152 製版業 ● ●

153 製本業、印刷物加工業 ● ●

159 印刷関連サービス業 ● ●

160 管理、補助的経済活動を行う事業所（16化学工業） ● ● ● ● ● ● ●

161 化学肥料製造業 ● ● ● ●

162 無機化学工業製品製造業 ● ● ● ● ● ● ●

163 有機化学工業製品製造業 ● ● ● ● ● ● ●

164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 ● ● ● ● ● ● ●

165 医薬品製造業 ● ● ●

166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 ● ● ●

169 その他の化学工業
▲

細分類1692農薬製造業、1693香料
製造業を除く

▲
細分類1692農薬製造業、1693香料

製造業を除く

● ● ●
▲

細分類1692農薬製造業、1693香料
製造業を除く

●

170 管理、補助的経済活動を行う事業所（17石油製品・石炭製品製造業） ● ● ● ●

171 石油精製業 ● ● ● ●

172 潤滑油・グリース製造業（石油精製業によらないもの） ● ● ● ●

173 コークス製造業 ● ● ● ●

174 舗装材料製造業 ● ● ● ●

179 その他の石油製品・石炭製品製造業 ● ● ● ●

180 管理、補助的経済活動を行う事業所（18プラスチック製品製造業） ● ● ● ● ● ●

181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 ● ● ● ● ● ●

182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 ● ● ● ● ● ●

183 工業用プラスチック製品製造業 ● ● ● ● ● ●

184 発泡・強化プラスチック製品製造業 ● ● ● ● ● ●

185 プラスチック成形材料製造業（廃プラスチックを含む） ● ● ● ● ● ●

189 その他のプラスチック製品製造業 ● ● ● ● ● ●

E 製造業

11 繊維工業

17 石油製品・石炭製
品製造業

18 プラスチック製品
製造業（別掲を除く）

12 木材・木製品製造
業（家具を除く）

13 家具・装備品製造
業

14 パルプ・紙・紙加
工品製造業

15 印刷・同関連業

16 化学工業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

190 管理、補助的経済活動を行う事業所（19ゴム製品製造業） ● ● ● ● ●

191 タイヤ・チューブ製造業 ● ● ● ● ●

192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 ● ● ● ● ●

193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 ● ● ● ● ● ●

199 その他のゴム製品製造業 ● ● ● ● ●

200 管理、補助的経済活動を行う事業所（20なめし革・同製品・毛皮製造業） ● ●

201 なめし革製造業 ● ●

202 工業用革製品製造業（手袋を除く） ●

203 革製履物用材料・同附属品製造業 ●

204 革製履物製造業 ●

205 革製手袋製造業 ●

206 かばん製造業 ●

207 袋物製造業 ●

208 毛皮製造業 ●

209 その他のなめし革製品製造業 ●

210 管理、補助的経済活動を行う事業所（21窯業・土石製品製造業） ● ● ● ● ●

211 ガラス・同製品製造業 ● ● ● ● ●

212 セメント・同製品製造業 ● ● ● ● ● ●

213 建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く) ● ● ●

214 陶磁器・同関連製品製造業 ● ●
▲

細分類2147陶磁器絵付業を除く
▲

細分類2141衛生陶器製造業、2142
食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業、
2143陶磁器製置物製造業、2147陶

磁器絵付業を除く

●

215 耐火物製造業 ● ● ● ● ● ●

216 炭素・黒鉛製品製造業 ● ● ● ● ●

217 研磨材・同製品製造業 ● ● ● ● ● ●

218 骨材・石工品等製造業 ● ● ● ●

219 その他の窯業・土石製品製造業 ● ● ● ● ● ●

220 管理、補助的経済活動を行う事業所（22鉄鋼業） ● ● ● ● ● ●

221 製鉄業 ● ● ● ● ● ●

222 製鋼・製鋼圧延業 ● ● ● ● ● ●

223 製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く） ● ● ● ● ● ●

224 表面処理鋼材製造業 ● ● ● ● ● ●

225 鉄素形材製造業 ● ● ● ● ● ●

229 その他の鉄鋼業 ● ● ● ● ● ●

230 管理、補助的経済活動を行う事業所（23非鉄金属製造業） ● ● ● ● ● ●

231 非鉄金属第1次製錬・精製業 ● ● ● ● ● ●

232 非鉄金属第2次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む） ● ● ● ● ● ●

233 非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む） ● ● ● ● ● ●

234 電線・ケーブル製造業 ● ● ● ● ● ●

235 非鉄金属素形材製造業 ● ● ● ● ● ●

239 その他の非鉄金属製造業 ● ● ● ● ● ●

240 管理、補助的経済活動を行う事業所（24金属製品製造業） ● ● ● ● ● ●

241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 ● ● ● ● ● ●

242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
▲

細分類2421洋食器製造業、2426農
業用器具製造業（農業用機械を除

く）を除く

▲
細分類2421洋食器製造業を除く

●
▲

細分類2421洋食器製造業、2426農
業用器具製造業（農業用機械を除

く）を除く

▲
細分類2421洋食器製造業、2426農
業用器具製造業（農業用機械を除

く）を除く

●

243 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 ● ● ● ● ● ●

244 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む) ● ● ● ● ● ●

245 金属素形材製品製造業 ● ● ● ● ● ●

246 金属被覆・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器を除く） ● ● ● ● ● ●

247 金属線製品製造業（ねじ類を除く) ● ● ● ● ● ●

248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 ● ● ● ● ● ●

249 その他の金属製品製造業 ● ● ● ● ● ●

250 管理、補助的経済活動を行う事業所（25はん用機械器具製造業） ● ● ● ● ● ●

251 ボイラ・原動機製造業 ● ● ● ● ● ●

252 ポンプ・圧縮機器製造業 ● ● ● ● ● ●

253 一般産業用機械・装置製造業 ● ● ● ● ● ●

E 製造業

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・
毛皮製造業

21 窯業・土石製品製
造業

22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

25 はん用機械器具
製造業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

259 その他のはん用機械・同部分品製造業 ● ● ● ● ● ●

E 製造業

25 はん用機械器具
製造業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

260 管理、補助的経済活動を行う事業所（26生産用機械器具製造業） ● ● ● ● ● ● ●

261 農業用機械製造業（農業用器具を除く） ● ● ● ●

262 建設機械・鉱山機械製造業 ● ● ● ● ● ● ●

263 繊維機械製造業 ● ● ● ● ● ● ●

264 生活関連産業用機械製造業 ● ● ● ● ● ● ●

265 基礎素材産業用機械製造業 ● ● ● ● ● ● ●

266 金属加工機械製造業 ● ● ● ● ● ●

267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 ● ● ● ● ● ●

269 その他の生産用機械・同部分品製造業 ● ● ● ● ● ● ●

270 管理、補助的経済活動を行う事業所（27業務用機械器具製造業） ● ● ● ● ●

271 事務用機械器具製造業 ● ● ● ●

272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 ● ● ● ●

273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 ● ● ● ● ● ● ●

274 医療用機械器具・医療用品製造業 ● ● ●

275 光学機械器具・レンズ製造業 ● ● ● ● ● ●

276 武器製造業 ● ●

280 管理、補助的経済活動を行う事業所（28電子部品・デバイス・電子回路製造業） ● ● ● ● ● ●

281 電子デバイス製造業 ● ● ● ● ● ●

282 電子部品製造業 ● ● ● ● ● ●

283 記録メディア製造業 ● ● ● ● ● ●

284 電子回路製造業 ● ● ● ● ● ●

285 ユニット部品製造業 ● ● ● ● ● ●

289 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 ● ● ● ● ● ●

290 管理、補助的経済活動を行う事業所（29電気機械器具製造業） ● ● ● ● ● ●

291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 ● ● ● ● ● ●

292 産業用電気機械器具製造業 ● ● ● ● ● ●

293 民生用電気機械器具製造業 ● ● ● ● ●

294 電球・電気照明器具製造業 ● ● ● ● ● ●

295 電池製造業 ● ● ● ● ● ●

296 電子応用装置製造業 ● ● ● ●
▲

細分類2969その他の電子応用装置
製造業に限る

●

297 電気計測器製造業 ● ● ● ● ● ●

299 その他の電気機械器具製造業 ● ● ● ● ● ●

300 管理、補助的経済活動を行う事業所（30情報通信機械器具製造業） ● ● ● ● ● ●

301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 ● ● ● ● ● ●

302 映像・音響機械器具製造業 ● ● ● ● ● ●

303 電子計算機・同附属装置製造業 ● ● ● ● ● ●

310 管理、補助的経済活動を行う事業所（31輸送用機械器具製造業） ● ● ● ● ●

311 自動車・同附属品製造業 ● ● ● ● ●

312 鉄道車両・同部分品製造業 ● ● ● ●

313 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 ● ● ● ● ●

314 航空機・同附属品製造業 ● ● ●

315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 ● ● ● ● ●

319 その他の輸送用機械器具製造業 ● ● ● ● ●

320 管理、補助的経済活動を行う事業所（32その他の製造業） ● ● ● ● ●

321 貴金属・宝石製品製造業 ● ●

322 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く）
▲

細分類3224針・ピン・ホック・スナッ
プ・同関連品製造業に限る

●

323 時計・同部分品製造業 ● ● ● ● ●

324 楽器製造業 ● ● ●

325 がん具・運動用具製造業 ●
▲

細分類3251娯楽用具・がん具製造
業（人形を除く）に限る

● ●

326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 ●

327 漆器製造業 ●

328 畳等生活雑貨製品製造業 ●

329 他に分類されない製造業 ● ● ● ● ●

E 製造業

29 電気機械器具製
造業

30 情報通信機械器
具製造業

31 輸送用機械器具
製造業

32 その他の製造業

26 生産用機械器具
製造業

27 業務用機械器具
製造業

28 電子部品・デバイ
ス・電子回路製造業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

330 管理、補助的経済活動を行う事業所（33電気業） ● ●

331 電気業 ● ●

340 管理、補助的経済活動を行う事業所（34ガス業） ● ●

341 ガス業 ● ●

350 管理、補助的経済活動を行う事業所（35熱供給業） ● ●

351 熱供給業 ● ●

370 管理、補助的経済活動を行う事業所（37通信業） ● ● ●

371 固定電気通信業 ● ● ●

372 移動電気通信業 ● ● ●

373 電気通信に附帯するサービス業 ● ● ●

390 管理、補助的経済活動を行う事業所（39情報サービス業） ● ● ● ● ● ● ●

391 ソフトウェア業 ● ● ● ● ● ● ●

392 情報処理・提供サービス業 ▲
細分類3923市場調査・世論調査・社

会調査業を除く

● ▲
細分類3923市場調査・世論調査・社

会調査業を除く

● ▲
細分類3923市場調査・世論調査・社

会調査業を除く

▲
細分類3923市場調査・世論調査・社

会調査業を除く

●

400 管理、補助的経済活動を行う事業所（40インターネット附随サービス業） ● ●

401 インターネット附随サービス業 ● ●

410 管理、補助的経済活動を行う事業所（41映像・音声・文字情報制作業） ● ●

411 映像情報制作・配給業 ● ●

412 音声情報制作業 ● ●

413 新聞業 ● ●

414 出版業 ● ●

415 広告制作業 ● ●

416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 ● ●

42 鉄道業 421 鉄道業
▲

細分類4217索道業に限る

430 管理、補助的経済活動を行う事業所（43道路旅客運送業） ● ● ●

431 一般乗合旅客自動車運送業 ● ● ●

432 一般乗用旅客自動車運送業 ● ● ●

433 一般貸切旅客自動車運送業 ● ● ●

439 その他の道路旅客運送業 ● ● ●

440 管理、補助的経済活動を行う事業所（44道路貨物運送業） ● ● ●

441 一般貨物自動車運送業 ● ● ●

442 特定貨物自動車運送業 ● ● ●

443 貨物軽自動車運送業 ● ● ●

444 集配利用運送業 ● ● ●

449 その他の道路貨物運送業 ● ● ●

45 水運業 453 内陸水運業 ●

470 管理、補助的経済活動を行う事業所（47倉庫業） ● ● ●

471 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） ● ● ●

472 冷蔵倉庫業 ● ● ●

480 管理、補助的経済活動を行う事業所（48運輸に附帯するサービス業） ● ● ●

481 港湾運送業 ● ● ●

482 貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） ● ● ●

483 運送代理店 ● ● ●

484 こん包業 ● ● ●

485 運輸施設提供業 ● ● ●

489 その他の運輸に附帯するサービス業
▲

細分類4892レッカー・ロードサービ
ス業を除く

● ●

490 管理、補助的経済活動を行う事業所（49郵便業） ● ● ●

491 郵便業（信書便事業を含む） ● ● ●

49 郵便業（信書便事
業を含む）

F 電気・ガス・熱供
給・水道業

33 電気業

34 ガス業

35 熱供給業

G 情報通信業

37 通信業

39 情報サービス業

40 インターネット附
随サービス業

41 映像・音声・文字
情報制作業

H 運輸業、郵便業

43 道路旅客運送業

44 道路貨物運送業

47 倉庫業

48 運輸に附帯する
サービス業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

500 管理、補助的経済活動を行う事業所（50各種商品卸売業） ●

501 各種商品卸売業 ●

510 管理、補助的経済活動を行う事業所（51繊維・衣服等卸売業） ●

511 繊維品卸売業（衣服、身の回り品を除く） ●

512 衣服卸売業 ●

513 身の回り品卸売業 ●

520 管理、補助的経済活動を行う事業所（52飲食料品卸売業） ●

521 農畜産物・水産物卸売業 ●

522 食料・飲料卸売業 ●

530 管理、補助的経済活動を行う事業所（53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業） ● ● ● ● ●

531 建築材料卸売業 ● ● ● ● ●

532 化学製品卸売業 ● ● ● ● ●

533 石油・鉱物卸売業 ● ● ● ● ●

534 鉄鋼製品卸売業 ● ● ● ● ●

535 非鉄金属卸売業 ● ● ● ● ●

536 再生資源卸売業 ● ● ● ● ●

540 管理、補助的経済活動を行う事業所（54機械器具卸売業） ● ●

541 産業機械器具卸売業 ● ●

542 自動車卸売業 ● ●

543 電気機械器具卸売業 ● ● ●

549 その他の機械器具卸売業
▲

細分類5493医療用機械器具卸売業
（歯科用機械器具を含む）に限る

● ●

550 管理、補助的経済活動を行う事業所（55その他の卸売業） ●

551 家具・建具・じゅう器等卸売業 ●

552 医薬品・化粧品等卸売業
▲

細分類5521医薬品卸売業、5522医
療用品卸売業に限る

●

553 紙・紙製品卸売業 ●

559 他に分類されない卸売業 ●

563 コンビニエンスストア ●

564 ドラッグストア ●

565 ホームセンター ●

570 管理、補助的経済活動を行う事業所（57織物・衣服・身の回り品小売業） ●

571 呉服・服地・寝具小売業 ●

572 男子服小売業 ●

573 婦人・子供服小売業 ●

574 靴・履物小売業 ●

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 ●

581 各種食料品小売業 ●

582 野菜・果実小売業 ●

583 食肉小売業 ●

584 鮮魚小売業 ●

585 酒小売業 ●

586 菓子・パン小売業 ●

589 その他の飲食料品小売業 ●

590 管理、補助的経済活動を行う事業所（59機械器具小売業） ●

591 自動車小売業 ●

592 自転車小売業 ●

593 機械器具小売業（自動車、自転車を除く） ●

600 管理、補助的経済活動を行う事業所（60その他の小売業） ●

601 家具・建具・畳小売業 ●

602 じゅう器小売業 ●

603 医薬品・化粧品小売業 ●

604 農耕用品小売業 ●

605 燃料小売業 ●

606 書籍・文房具小売業 ●

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 ●

608 写真機・時計・眼鏡小売業 ●

609 他に分類されない小売業 ●

620 管理、補助的経済活動を行う事業所（62銀行業） ●

621 中央銀行 ●

622 銀行（中央銀行を除く） ●

630 管理、補助的経済活動を行う事業所（63協同組織金融業） ●

58 飲食料品小売業

59 機械器具小売業

60 その他の小売業

J 金融業、保険業

62 銀行業

63 協同組織金融業

I 卸売業、小売業

50 各種商品卸売業

51 繊維・衣服等卸売
業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料、鉱物・
金属材料等卸売業

54 機械器具卸売業

55 その他の卸売業

56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の
回り品小売業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

631 中小企業等金融業 ●

632 農林水産金融業 ●

J 金融業、保険業

63 協同組織金融業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

680 管理、補助的経済活動を行う事業所（68不動産取引業） ●

681 建物売買業、土地売買業 ●

682 不動産代理業・仲介業 ●

690 管理、補助的経済活動を行う事業所（69不動産賃貸業・管理業） ● ●

691 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） ● ●

692 貸家業、貸間業 ● ●

704 自動車賃貸業 ●

705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 ●

710 管理、補助的経済活動を行う事業所（71学術・開発研究機関） ● ● ● ● ● ●

711 自然科学研究所 ● ● ● ● ● ●

712 人文・社会科学研究所 ● ● ● ● ● ●

726 デザイン業 ●

729 その他の専門サービス業 ●

730 管理、補助的経済活動を行う事業所（73広告業） ●

731 広告業 ●

740 管理、補助的経済活動を行う事業所（74技術サービス業） ● ● ● ● ● ●

741 獣医業 ● ●

742 土木建築サービス業 ● ● ● ● ●

743 機械設計業 ● ● ● ● ● ●

744 商品・非破壊検査業 ● ● ● ● ● ● ●

745 計量証明業 ● ● ● ● ● ● ●

746 写真業 ● ● ● ● ●

749 その他の技術サービス業 ● ● ● ● ● ●

750 管理、補助的経済活動を行う事業所（75宿泊業） ● ●

751 旅館、ホテル ● ●

752 簡易宿所 ●

753 下宿業 ●

759 その他の宿泊業 ●

760 管理、補助的経済活動を行う事業所（76飲食店） ●

761 食堂、レストラン（専門料理店を除く） ●

762 専門料理店 ●

763 そば・うどん店 ●

764 すし店 ●

765 酒場、ビヤホール ●

767 喫茶店 ●

769 その他の飲食店 ●

770 管理，補助的経済活動を行う事業所（77持ち帰り・配達飲食サービス業） ●

771 持ち帰り飲食サービス業 ●

772 配達飲食サービス業 ●

773 施設給食業 ●

780 管理、補助的経済活動を行う事業所（78洗濯・理容・美容・浴場業） ●

781 洗濯業 ●

782 理容業 ●

783 美容業 ●

784 一般公衆浴場業 ●

785 その他の公衆浴場業 ●

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 ●

791 旅行業 ●

794 物品預り業 ●

796 冠婚葬祭業 ●

800 管理、補助的経済活動を行う事業所（80娯楽業） ●

801 映画館 ●

802 興行場（別掲を除く）、興行団 ●

803 競輪・競馬等の競走場、競技団 ▲
細分類8031競輪場、8032競馬場、
8033自動車・モーターボートの競走

場を除く
804 スポーツ施設提供業 ●

805 公園、遊園地 ●

809 その他の娯楽業 ●

Ｋ 不動産業、物品賃
貸業

68 不動産取引業

69 不動産賃貸業、管
理業

70 物品賃貸業

L 学術研究、専門・
技術サービス業

71 学術・開発研究機
関

72 専門サービス業
（他に分類されないも

の）

73 広告業

74 技術サービス業
（他に分類されないも

の）

Ｎ 生活関連サービス
業、娯楽業

78 洗濯・理容・美容・
浴場業

79 その他の生活関
連サービス業

80 娯楽業

Ｍ 宿泊業、飲食サー
ビス業

75 宿泊業

76 飲食店

77 持ち帰り・配達飲
食サービス業
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大分類 中分類 番号 項目名 廃炉 ロボット・ドローン エネルギー・環境・リサイクル 農林水産業 医療関連 航空宇宙

新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、国際研
究産業都市区域における産業集積
の形成及び活性化を図る上で中核

となる事業

821 社会教育 ●

823 学習塾 ●

824 教養・技能教授業 ●

830 管理、補助的経済活動を行う事業所（83医療業） ● ●

831 病院 ● ●

832 一般診療所 ● ●

833 歯科診療所 ● ●

834 助産・看護業 ● ●

835 療術業 ● ●

836 医療に附帯するサービス業 ● ●

84 保健衛生 849 その他の保健衛生
▲

細分類8492検査業に限る
●

850 管理、補助的経済活動を行う事業所（85社会保険・社会福祉・介護事業） ● ●

854 老人福祉・介護事業 ● ●

860 管理、補助的経済活動を行う事業所（86郵便局） ● ●

861 郵便局 ● ●

862 郵便局受託業 ● ●

870 管理、補助的経済活動を行う事業所（87協同組合） ● ● ●

871 農林水産業協同組合（他に分類されないもの） ● ● ● ●

872 事業協同組合（他に分類されないもの） ● ● ●

880 管理、補助的経済活動を行う事業所（88廃棄物処理業） ● ●

881 一般廃棄物処理業 ● ●

882 産業廃棄物処理業 ● ● ●

889 その他の廃棄物処理業 ● ●

900 管理、補助的経済活動を行う事業所（90機械等修理業） ● ● ● ● ● ●

901 機械修理業（電気機械器具を除く） ● ● ● ● ● ●

902 電気機械器具修理業 ● ● ● ● ● ●

903 表具業 ● ● ● ● ● ●

909 その他の修理業 ● ● ● ● ● ●

92 その他の事業
サービス業

929 他に分類されない事業サービス業
▲

細分類9292産業用設備洗浄業に限
る

▲
細分類9292産業用設備洗浄に限る

▲
細分類9292産業用設備洗浄業、

9299他に分類されないその他の事
業サービス業（鉄くず破砕請負業、
船舶解体請負業、圧縮ガス充てん

業、液化ガス充てん業、液化石油ガ
ス（ＬＰＧ）充てん業、水素充てん業）

に限る

▲
細分類9292産業用設備洗浄業、
9295ペストコントロール業に限る

▲
細分類9292産業用設備洗浄業に限

る
●

951 集会場 ●

959 他に分類されないサービス業 ●

O 教育、学習支援業
82 その他の教育，学

習支援業育

R サービス業（他に
分類されないもの）

88 廃棄物処理業

90 機械等修理業（別
掲を除く）

95 その他のサービス
業

P 医療、福祉

83 医療業

85 社会保険・社会福
祉・介護事業

Q 複合サービス事業

86 郵便局

87 協同組合（他に分
類されないもの）
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